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 鏡石町では、若年層の町外流出を抑制するとともに、町外からの移住・定住を促進するた 

 め、町内に在住し、町内の事業所に就業した方を対象に、奨学金の返還を助成します。 

 

 

 

 ○鏡石町内に定住しており、鏡石町内の事業所に就業中または就業を予定している方 

 ○申請年度の３月３１日現在で３０歳以下の方 

 ○就業後も１０年以上町内事業所に勤務、また町内に定住する見込みの方 

  ※補助金交付終了後も５年間は書類の提出が必要になります。 

 

 

  

 ○独立行政法人日本学生支援機構（第１種、第２種奨学金） 

 ○福島県奨学金資金に定める奨学金 

 ○その他、大学、地方公共団体、公益法人等が実施する奨学金で鏡石町長が認めるもの 

 

 

  

 ○１年間の奨学金返還相当額（１０万円を超えるときは、１０万円を上限とします。） 

  ※補助金の交付期間は補助金を受けた年度から起算して５年間となります。 

  

   

 

 ○鏡石に定住し、鏡石町内の事業所に就業していること 

 ○奨学金の返還に際し、他からの助成を受けていないこと 

 ○奨学金を返還中であり、遅滞なく返済していること 

 ○町税等の滞納がないこと 

 

  

 

 

 

 

 

～これから鏡石でがんばるあなたを応援します～ 

助成の対象者 

対象となる奨学金 

補助金の額 

交付要件 

〒969－0492  鏡石町不時沼３４５番地 

         総務課 まちづくり調整グループ 

         TEL：0248－62－2117 

        

問合せ先 

手続きの流れについては

裏面をご覧ください。 



 ①住民票謄本 ②在職証明書 

～申請手続きの流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定申請 ※初年度のみ 

申請者 

認定申請する年度の１１月末日までに、認定申請書（様式第 1 号）を提出 

【添付書類】 

  ①卒業証明書の写し ②住民票謄本の写し ③承諾書兼誓約書(様式第 2 号） 

④奨学金 1 年間の返還金額がわかる書類 ⑤奨学金借入残高がわかる書類 

⑥就労証明書または就業見込証明書 ⑦就業先の企業概要を確認できる書類 

 ⑧滞納がないことがわかる書類（納税証明書等） 

鏡石町 審査後、申請者へ認定（不認定）通知書（様式第３号）を送付 

補助金交付無 
認定決定 

交付申請 ※毎年度（最長５年） 

申請者 

認定を受けた年度の３月３１日までに実績報告書（様式第 4 号）を提出 

【添付書類】 

 ①奨学金返還額証明書（返還した奨学金の額が確認できる書類） 

 ②住民票謄本の写し ③滞納がないことがわかる書類（納税証明書等） 

 ④在職証明書（就労状況が変わった場合には就労証明書） 

鏡石町 審査後、申請者へ交付（不交付）決定通知書（様式第５号）を送付 

助成金交付無 

交付決定 

申請者 鏡石町へ交付請求書（様式第６号）を提出 

鏡石町 助成金を支給 

交付期間 5 年間が経過した、又は

奨学金の償還が完了した場合 

交付期間５年間が経過しておらず 

奨学金の償還が完了していない場合 

補助金交付終了 
※終了後も５年間は書類の提出が必要です。 


